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報第１３号 

 

 

損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について 

 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、道

路の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解につい

て、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１１月１３日報告 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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専　決　処　分　書 

 

 

　道路の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１０月２２日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 

 

 

 

 

１　相手方 

　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　氏名　　　　　 

２　事故の概要 

　　令和７年８月１日午後５時３０分頃、　　　　　　　　　　　　　　　　

　　駐車場において、相手車が駐車しようと資源ごみステーションの看板の

横を走行していたところ、看板を取り付けるための部材が破損していたため

左前方のホイールに巻き込まれ、倒れた看板が、相手車のタイヤ、ホイール

 及びフロントバンパーを破損したものである。

３　和解条項 

　(1) 香芝市は、相手方に対し、本件事故に対する損害賠償として１７１，８

１５円の支払義務があることを認め、これを支払う。 

　(2) 香芝市及び相手方は、互いに本和解条項に定めるもののほか、本件請求

　　原因事項に関し、何ら債権、債務を有しないことを確認する。 

４　所管課 

　　市民環境部廃棄物対策課 
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 報第１４号

 

 

 香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

　　　 条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について 

 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、香

芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

 報告する。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１１月１３日報告 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 

 

 

 



- 4 -

専　決　処　分　書 

 

 

　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条

第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１０月１日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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　　　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例 

　（香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

 改正）

第１条　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（

 平成２６年条例第１３号）の一部を次のように改正する。

　　第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

 める。

　（香芝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

 定める条例の一部改正）

第２条　香芝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

 準を定める条例（平成２６年条例第１４号）の一部を次のように改正する。

　　第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保

連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども

園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあ

っては学校教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条

 の２第１項各号）」に改める。

　（香芝市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

 部改正）

第３条　香芝市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

 （令和７年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

　　第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

 める。

　（香芝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

 の一部改正）

第４条　香芝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

 条例（平成２６年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

　　第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

 める。

　　　附　則 

　この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 
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 議第６７号

 

 

 令和７年度香芝市一般会計補正予算（第６号）について

 

 

　令和７年度香芝市一般会計補正予算（第６号）について、別紙のとおり議決

 を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１１月１３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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議第６８号 

 

 

財産の取得について 

 

 

　次の財産を取得しようとするため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第３条の規定により、議会

 の議決を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１１月１３日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 

 

 

 

 

１　財 産 の 名 称　　　マイクロバス 

２　財 産 の 数 量　　　３台 

３　取 得 の 目 的　　　地域公共交通を拡充するものである。 

４　取 得 の 方 法　　　随意契約 

５　取 得 価 格　　　金３７，６０８，３３０円 

６　契約の相手方　　　大阪市西淀川区歌島三丁目１番５号 

三菱ふそうトラック・バス株式会社　バス事業本部　

 バス販売部

 近畿地区担当部長　佐藤　泰

 


